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        社会保険労務士法人エイチ・アール・エム 

                メールマガジン  

           平成１９年１2月１5日号 VOL１2 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

お待たせいたしました！弊社メールマガジン１２月号です。 

 

前回のメールマガジンはいかがでしたか？ 

 

中小企業には大企業とは違う以下のような賃金管理があるとお伝え 

させていただきました。 

 

１．同地域、同業、同規模の賃金水準をベースに自社の賃金水準を決定する。 

２．シンプルな賃金制度とシンプルな評価制度 

３．幹部には積極的に報いよう 

４．コンプライアンス 

５．若手の賃金の水準を見直そう 

 

そのなかで、国が発表している賃金水準は現実よりも高いのでは、と 

お伝えさせていただきましたが、実際、そうお感じの方も多数いらしたと 

思いますし、現場でもそのような声をよく聞きます。 

 

そこで、実際のところどうなのか、ご興味をお持ちの方は、弊社までぜひ 

ご一報ください。「実在者賃金」についてご説明させていただきます。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

               セミナーのご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

■中小企業のメンタルヘルス対策セミナー 

～メンタルヘルスにおける労務管理上のポイント～ 

 

日時：平成２０年２月２０日（水） 

場所：エルおおさか 

時間：１４時～１７時 

 

おもな内容 

第１部 講師 社会保険労務士法人ＨＲＭ宮川弘之 

１．労災認定のしくみ 

２．メンタルヘルスに対応した就業規則とは 

３．中小企業がとるべきリスクマネージメントとは 

 

 



第２部 講師 株式会社フィスメック 関西事業部長 藤田剛氏 

１．メンタルヘルス１次・２次予防対策とは 

２．中小企業でも気軽にメンタルヘルス対策ができるスキームとは 

 

詳細・申し込みにつきましては、以下をご覧ください。 

http://www.hrm-t.com/mental.pdf 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

        第１２回コラム「中小企業の賃金管理（後半）」 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

前回、公的統計では実感として中小企業の賃金相場とはかけはなれて 

いるとお話しました。 

 

弊社では、名古屋の賃金コンサルタント北見昌朗氏を中心としたグループ 

に加わり、東京・名古屋・大阪の「ズバリ！実在賃金」という賃金統計を 

作っています。 

 

「ズバリ！実在賃金」はモデル賃金やアンケート形式の賃金統計ではなく、 

個別の給与明細から作られた賃金統計であり、このグラフと見比べれば、 

自社の賃金水準が一目瞭然です。 

自社の賃金水準を考える上で非常に参考になると思います。 

WEBでも今後公開していきますが、ご興味のある方はご連絡ください。 

 

２ シンプルな賃金制度とシンプルな評価制度 

シンプルな賃金制度・評価制度についてですが、賃金表を使うのではなく、 

昇給額管理という方法を提案します。 

賃金表を作って運用しても、いつの間にか不具合ができたり、中小企業に 

多い中途採用者が賃金表に納まらなくて、困った経験をお持ちだと思います。 

それならばいっそ賃金表を作らずに、昇給時に従業員全体の昇給原資を 

決め、評価に基づいて昇給原資を各人に配分するという方法で管理されれ 

ばいかがでしょうか。 

 

こうした方法が、より中小企業にあっているのではないと思います。 

また、評価に関しても精密な職能要件書や評価表を作って運用している 

会社が多いのですが、最終的には社長が管理職から上がってきた評価を 

エイヤァで変えているケースをよく見かけますし、評価する管理職が評価者 

訓練をしていないためその評価自体、客観性が疑わしいケースガ多々あり 

ます。それならば、割り切って評価は主観的に行ない、評価のための評価 

ではなく、評価を通じて経営方針の伝達、風通しのよい組織風土づくり、 

管理者の研修の場となるように考えてみてはいかがでしょうか。 

 

３ 幹部には積極的に報いよう 

会社のメンバーを見回してください。 

ごく一部の幹部と入社暦5年未満の一般社員という人員構成になっていま 



せんか。 

中小企業は定着率が悪いため、どうしてもこんな人員構成になってしまいます。 

ごく一部の幹部社員が会社の中核を担っているともいえます。この中核人材に 

対して十分な待遇をしていますか。待遇に不満を持って能力通りの仕事をして 

くれなかったら--------. 

検討の余地があるのではないでしょうか。 

 

４ コンプライアンス（法令遵守） 

中小企業の賃金管理で残業代の問題は非常に大きな問題だと思います。 

自分の会社は残業代込みで給与を支払っている。なんて言い訳は通用しま 

せん。 

仕事の成果を考えるとき、労働時間の長さで計ることができる仕事のほうが 

はるかに少ないと思います。しかし、労働基準監督署の調査で何百万・何千 

万という支払いを命じられる前に対策を考えましょう。少しでもリスクを少なく 

する方法はあります。 

 

５ 若手社員の賃金水準の見直しは非常に重要なことです。ここ何年か、 

定期昇給を廃止したり、低い昇給で抑えてきたため、若手社員と３５歳以上 

の従業員との社内での格差が広がっています。（15年以上前に入社した方 

は若いときにそこそこの昇給がありました） 

これが期待の若手が辞めていくひとつの要因です。 

 

以上、本当に簡単に中小企業の賃金管理について考えてみましたが、こう 

したことを考えていけば、手間やお金をかけずに賃金管理ができるのでは 

ないでしょうか 

 

前月に引き続き、田中義郎が担当しました。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                勉強会のご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、弁護士の先生と共同で、２つの経営者向け勉強会を開催 

いたしております。 

 

両勉強会とも各方面から各分野の専門家を講師に招き、経営者として 

幅広い知識を身に付けていただくと共に、会員同士の親睦を深めていた 

だくことを目的としています。 

 

■大阪市内及び近辺の製造業様へは「製造業務研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

大阪市内を会場とし、２～３ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 



共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．製造業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

日時：平成２０年１月２９日（火） 

時間：１４：００から１７：００ 

場所：大阪市立総合生涯学習センター第４研修質 

内容： 

（１）ＰＬ関連問題と消費者保護の新時代への企業の対応法 

１．ＰＬ問題の基礎知識 

２．クレーム対応の基礎知識 

３．リコールの基礎知識と実例・ノウハウ（パロマ・松下） 

４．消費者保護法制と対応法 

５．取引基本契約書の該当条項の見直しについて 

（２）最近の労使トラブルの事例 

 

詳細につきましては、大阪事務所 宮川までお問い合わせください。 

TEL:06-6376-8670 

mailto:miyagawa@hrm-t.com 

 

■阪神間の企業様（業種問わず）へは「未来経営研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

尼崎市内を会場とし、３～４ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．阪神間の企業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

平成２０年春、１８時３０分から２０時３０分を予定 

 

詳細につきましては、弊社までお問い合せください。 

www.hrm-t.com/000.html 

 



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                 事務所ニュース 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、人事労務情報満載の事務所ニュースを、毎月１回発行いた 

しております。 

 

本メールマガジンと併せてご愛読いただければ、以下のうれしい？ 

特典つきです。 

 

１．最近話題の人事労務関連のトピックスがわかりやすくご覧いただけ 

  ます。 

２．まだまだ知られていない社会保険労務士の守備範囲も、皆様に 

  ご紹介していきます。 

 

事務所ニュースのことをもっと知りたい！という方は、以下からどうぞ 

http://www.hrm-t.com/010.htm 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                  編集後記 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

今年１月から配信していますメールマガジンも、皆様のおかげで年内 

最終号を発行させていただくことができました。 

 

人事労務を中心に様々な情報発信をさせていただきましたが、少しでも 

お役立ちいただくようなことがありましたなら、大変うれしく思います。 

来年以降も、「わかりやすく読みやすい」をモットーに、毎月タイムリーな 

お役立ち情報をお届けさせていただきたいと思います。 

 

最後になりましたが、１年間本当にありがとうございました。 

来年も引き続きご愛読の方よろしくお願いいたします！ 
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